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羽
黒
神
社
の

バ　

ベ

　

羽
黒
神
社
の
社
務
所
裏
に
あ
る
「
バ

ベ
」
の
木
は
、
万
治
元
年
（
一
六
五

八
）
備
中
松
山
城
主
水
谷
勝
隆
が
玉
島

新
田
の
開
墾
を
祈
願
し
て
、
出
羽
国
の

羽
黒
神
社
を
勧
請
し
た
と
き
に
は
、
生

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
。

　
「
バ
ベ
」
は
岡
山
の
方
言
で
、
和
名

は
姥
女
樫
（
ウ
バ
メ
ガ
シ
）
で
あ
る
。

備
長
炭
の
原
料
と
し
て
最
適
で
あ
る
。

（
熊
野
の
備
後
屋
長
右
衛
門
が
創
製
し

た
木
炭
が
備
長
炭
）

　

こ
の
バ
ベ
の
木
は
、
庭
木
と
し
て
き

れ
い
に
手
入
れ
さ
れ
、
神
社
に
は
欠
か

せ
な
い
木
で
あ
る
。
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昭
和
三
十
一
年
か
ら
毎
年
開
催
さ
れ

て
い
る
こ
の
講
演
会
は
、
今
年
は
三
月

二
十
六
・
二
十
七
の
両
日
、
講
師
に
神

社
本
庁
の
中
国
地
区
教
化
講
師
も
務
め

る
、
岡
崎
義
弘
牛
窓
神
社
宮
司
を
招
い

て
行
わ
れ
た
。
前
の
日
に
備
前
地
区
の

安
仁
神
社
（
岡
山
市
・
三
原
千
幸
宮
司
）

参
集
殿
と
由
加
神
社（
和
気
郡
和
気
町
・

新
庄
正
安
宮
司
）
社
務
所
、
次
の
日
に

は
岡
山
縣
護
國
神
社
（
岡
山
市
・
湯
浅

正
敬
宮
司
）
い
さ
お
会
館
と
鴻
八
幡
宮

（
倉
敷
市
・
河
本
貞
紀
宮
司
）
社
務
所

の
四
会
場
で
開
催
さ
れ
た
。
今
年
の
演

題
は
「
お
伊
勢
さ
ま
と
御
遷
宮

－

式
年

遷
宮　

日
本
を
も
っ
と
好
き
に
な
り
ま

し
ょ
う
」
で
、
神
職
や
氏
子
崇
敬
者
な

ど
二
日
間
で
延
べ
約
三
百
八
十
人
が
参

加
し
た
。

　

岡
崎
宮
司
は
、
最
初
に
自
分
の
生
い

立
ち
や
身
近
な
体
験
談
を
話
し
、
聴
衆

の
心
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分

の
方
へ
引
き
つ
け
ら
れ
、
次
に
「
自
分

と
い
っ
し
ょ
に
心
の
中
で
、
お
伊
勢
参

り
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
伊
勢
神
宮
に
参

拝
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
さ
れ
た
の
に

は
と
て
も
感
服
し
た
。
話
は
遷
宮
の
歴

史
や
意
義
へ
と
進
み
、「
遷
宮
に
よ
り

天
照
坐
皇
大
御
神
の
御
神
威
が
更
新
さ

れ
て
若
返
り
、
瑞
々
し
い
力
を
取
り
戻

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
を
国
の
中
心

と
戴
く
日
本
国
も
、
日
本
民
族
も
生
命

を
蘇
え
ら
せ
る
事
が
で
き
る
」
と
何
度

も
力
説
さ
れ
た
の
が
特
に
印
象
に
残
っ

た
。

　

後
世
に
受
け
継
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
崇
高
な
精
神
や
建
築
・
御
装
束
・

御
神
宝
等
を
造
る
技
術
の
伝
承
の
大
切

さ
に
ふ
れ
、
一
昨
年
の
山
口
祭
や
御
杣

始
祭
、
昨
年
の
第
一
次
お
木
曳
行
事
に

つ
い
て
も
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
上
映
し
な
が
ら
紹

介
さ
れ
た
。
熱
心
に
メ
モ
を
取
る
参
加

者
の
姿
も
見
ら
れ
、
講
演
後
に
は
「
非

常
に
分
か
り
易
い
内
容
で
、
遷
宮
に
つ

い
て
よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
」
と
の
感

想
が
聞
か
れ
た
。

　

今
年
度
か
ら
神
社
庁
機
構
改
革
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、
神
社
本
庁
の

役
員
改
選
年
度
に
合
わ
せ
る
た
め
、
三
月
十
二
日
臨
時
協
議
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
役
員
等
の
改
選
が
行
わ
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
度
か
ら
の
新
役
員
等
は
次
の
通
り
。

庁　

長　
　
　
　
　
　

大
津
神
社
宮
司 

笹
井　

和
男

副
庁
長　
　
　
　
　
　

鴻
八
幡
宮
宮
司 

河
本　

貞
紀

　

〃　
　
　
　
　
　
　

由
加
神
社
宮
司 

新
庄　

正
安

理　

事　
　
　
　
　
　

木
野
山
神
社
宮
司 

小
野　

泰
道

　

〃　
　
　
　
　
　
　

足
高
神
社
宮
司 

井
上　

亮
二

　

〃　
　
　
　
　
　
　

八
幡
神
社
宮
司 

牧　
　

博
嗣

　

〃　
　
　
　
　
　
　

玉
井
宮
東
照
宮
宮
司 

佐
々
木
講
治

　

〃　
　
　
　
　
　
　

大
佐
神
社
宮
司 

戸
部　

廣
徳

　

〃　
　
　
　
　
　
　

新
庄
八
幡
宮
宮
司 

藤
山
知
之
進

　

〃　
　
　
　
　
　
　

天
神
宮
役
員 

内
藤　

文
忠

　

〃　
　
　
　
　
　
　

福
力
荒
神
社
役
員 

市
村　

正
行

　

〃　
　
　
　
　
　
　

足
高
神
社
責
任
役
員 

神
崎　
　

聰

監　

事　
　
　
　
　
　

八
幡
宮
宮
司 

上
月　

良
典

　

〃　
　
　
　
　
　
　

鶴
崎
神
社
宮
司 

太
田　

浩
司

神
社
本
庁
評
議
員　
　

大
津
神
社
宮
司 

笹
井　

和
男

　

〃　
　
　
　
　
　
　

鴻
八
幡
宮
宮
司 

河
本　

貞
紀

　

総
代
理
事
は
七
月
十
九
日
開
催
の
総
代
会
評
議
員
会
で
選
任
さ
れ
た
。

　

定
例
協
議
員
会
は
六
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
、
平
成
十
九
年
度
予

算
案
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
会
規
程
の
廃
止
案
、
神
社
庁
職
員
給

与
規
程
改
正
案
が
承
認
さ
れ
た
。

　

尚
、
予
算
の
審
議
で
は
、
図
書
の
充
実
、
神
社
庁
職
員
給
与
の
増
額

の
要
望
が
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
職
員
一
名
を
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛

会
事
務
職
員
兼
職
で
増
員
し
て
四
名
と
し
た
が
、
将
来
の
予
想
や
事
務

量
を
勘
案
し
適
正
な
職
員
数
を
取
り
決
め
る
事
と
し
た
。

岡
崎
講
師
が
「
遷
宮
」
を
力
説

巡
回
神
道
講
演
会写真提供者

　邑久西大寺支部　大脇　嗣彌

臨
時
協
議
員
会
・
定
例
協
議
員
会

役員改選と予算を承認



（3） 第 103 号 平成１９年８月 15 日岡 山 県 神 社 庁 庁 報

平成19年度
岡 山 県 神 社 庁

一般会計歳入歳出予算案
（平成19年7月1日～平成20年6月30日）

歳入総額 130,505,000円
歳出総額 130,505,000円

歳入の部

科　　目 予算額 前年度予算額 増減（△）

Ⅰ 神饌及幣帛料 1,250,000 950,000 300,000

１ 本 庁 幣 600,000 600,000 0

２ 神饌及初穂料 650,000 350,000 300,000

Ⅱ 財 産 収 入 20,000 20,000 0

１ 基本財産収入 20,000 20,000 0

Ⅲ 負 担 金 36,920,000 36,920,000
（39,799,460）

0
（△2,879,460）

１ 神 社 負 担 金 25,844,000 25,844,000 0

２ 神 職 負 担 金 9,230,000 9,230,000 0

３ 支 部 負 担 金 1,846,000 1,846,000 0

４ 過年度負担金 0 0
（2,879,460）

0
（△2,879,460）

Ⅳ 交 付 金 67,695,000 67,795,000
（67,895,000）

△100,000
（△200,000）

１ 本 庁 交 付 金 1,400,000 1,500,000 △100,000

２ 神 宮 神 徳 宣揚 費 交 付 金 66,000,000 66,000,000
（66,100,000）

0
（△100,000）

３ 本 庁 補 助 金 295,000 295,000 0

Ⅴ 寄 付 金 3,100,000 3,100,000 0

１ 神社特別寄贈金 3,000,000 3,000,000 0

２ 寄 付 金 100,000 100,000 0

Ⅵ 諸 収 入 1,560,000 1,751,000 △191,000

１ 表 彰 金 50,000 50,000 0

２ 預 金 利 子 10,000 1,000 9,000

３ 申請料・任命料 1,100,000 1,000,000 100,000

４ 雑 収 入 400,000 700,000 △300,000

Ⅶ 繰 入 金 3,960,000 900,000
（3,300,000）

3,060,000
（660,000）

１ 繰 入 金 3,960,000 900,000
（3,300,000）

3,060,000
（660,000）

当期歳入合計 114,505,000 111,436,000
（116,815,460）

3,069,000
（△2,310,460）

前 期 繰 越 金 16,000,000 12,000,000
（16,379,440）

4,000,000
（△379,440）

歳 入 合 計 130,505,000 123,436,000
（133,194,900）

7,069,000
（△2,689,900）

歳出の部

科　　目 予算額 前年度予算額 増減（△）

Ⅰ 幣 帛 料 3,050,000 3,050,000 0

１ 本 庁 幣 2,250,000 2,250,000 0

２ 神 社 庁 幣 800,000 800,000 0

Ⅱ 神 事 費 400,000 500,000 △100,000

１ 神 殿 奉 斎 費 400,000 500,000 △100,000

Ⅲ 事 務 局 費 33,150,000 29,370,000
（34,370,000）

3,780,000
（△1,220,000）

１ 表彰並びに儀礼費 1,000,000 900,000 100,000

（１ 各種表彰費） 600,000 600,000 0

（２ 慶　弔　費） 400,000 300,000 100,000

２ 会 議 費 300,000 300,000 0

３ 役 員 関 係 費 2,000,000 2,220,000 △220,000

（１ 役 員 報 酬） 1,280,000 1,500,000 △220,000

（２ 教誨師関係費） 500,000 500,000 0

（３ 視察研修費） 100,000 100,000 0

（４ 地区会議関係費） 120,000 120,000 0

４ 給 料 及 び 
福 利 厚 生 費 16,500,000 13,300,000

（16,500,000）
3,200,000

（0）

（１ 給　　　料） 8,600,000 7,000,000
（8,600,000）

1,600,000
（0）

（２ 諸　手　当） 4,900,000 3,900,000
（4,900,000）

1,000,000
（0）

（３ 各種保険料） 2,800,000 2,200,000
（2,800,000）

600,000
（0）

（４ 職員厚生費） 200,000 200,000 0

５ 庁 費 5,300,000 6,300,000
（6,400,000）

△1,000,000
（△1,100,000）

（１ 備　品　費） 300,000 200,000
（300,000）

100,000
（0）

（２ 図書印刷費） 650,000 450,000
（750,000）

200,000
（△100,000）

（３ 消 耗 品 費） 1,250,000 1,250,000 0

（４ 水道光熱費） 1,100,000 1,100,000 0

（５ 通信運搬費） 1,200,000 1,200,000 0

（６ 傭　人　費） 100,000 2,000,000
（1,100,000）

△1,900,000
（△1,000,000）

（７ 雑　　　費） 700,000 100,000
（700,000）

600,000
（0）

６ 交 際 費 1,200,000 1,200,000 0

７ 旅 費 4,700,000 4,500,000 200,000

８ 維 持 管 理 費 650,000 650,000
（2,350,000）

0
（△1,700,000）

９ 派 遣 費 1,500,000 0 1,500,000

Ⅳ 指 導 奨 励 費 7,370,000 7,370,000
（7,670,000）

1,615,000
（1,315,000）

１ 教 化 事 業 費 5,490,000 3,200,000
（3,500,000）

2,290,000
（1,990,000）

（１ 教　化　費） 290,000 0 290,000

（２ 広　報　費） 2,000,000 0 2,000,000

（３ 事　業　費） 950,000 0 950,000

（４神宮奉賛費） 1,450,000 0 1,450,000

（５ 育　成　費） 800,000 0 800,000

２ 青少年対策費 0 600,000 △600,000

３ 神社庁研修所費 1,300,000 1,150,000 150,000

（１ 研　修　費） 1,000,000 800,000 200,000

科　　目 予算額 前年度予算額 増減（△）

（２ 研修奨励費） 300,000 350,000 △50,000

４ 祭 祀 研 究 費 305,000 230,000 75,000

５ 各 種 補 助 金 1,890,000 2,190,000 △300,000

（１ 神青協補助金） 550,000 550,000 0

（２ 氏青協補助金） 100,000 100,000 0

（３ 県教神協補助金） 100,000 100,000 0

（４ 女子神職会補 助 金） 200,000 200,000 0

（５ 県敬婦連補助金） 130,000 130,000 0

（６ 神楽部補助金） 100,000 100,000 0

（７ 作州神楽補助金） 30,000 30,000 0

（８ 支部長懇話会 補 助 金） 250,000 250,000 0

（９ 神 宮 大 祭派遣補助金） 30,000 30,000 0

（10 神職養成補助金） 400,000 0 400,000

（11 地区大会援助金） 0 700,000 △700,000

Ⅴ 各 種 積 立 金 6,160,000 12,200,000
（6,200,000）

△6,040,000
（△40,000）

１ 職 員 退 職 給与 積 立 金 1,000,000 1,000,000 0

２ 正副庁長退任慰労金積立金 160,000 200,000 △40,000

３ 庁 舎 管 理 資金 積 立 金 0 2,000,000
（0）

△2,000,000
（0）

４ 次 期 式 年 遷宮 準 備 金 3,000,000 5,000,000
（3,000,000）

△2,000,000
（0）

５ 災害見舞積立金 2,000,000 4,000,000
（2,000,000）

△2,000,000
（0）

Ⅵ 神社関係者大会費 600,000 600,000 0

１ 神社関係者大会費 600,000 600,000 0

Ⅶ 負 担 金 22,055,000 22,055,000 0

１ 本 庁 災 害 慰謝 負 担 金 55,000 55,000 0

２ 本 庁 負 担 金 5,500,000 5,500,000 0

３ 本庁特別納付金 13,550,000 13,550,000 0

４ 支部負担金報奨費 2,950,000 2,950,000 0

Ⅷ 渉 外 費 620,000 550,000 70,000

１ 友好団体関係費 300,000 200,000 100,000

２ 時 局 対 策 費 100,000 100,000 0

３ 同 和 対 策 費 120,000 150,000 △30,000

４ 神政連関係費 100,000 100,000 0

Ⅸ 神宮神徳宣揚費交付金 34,430,000 34,520,000 △90,000

１ 神 宮 神 徳 宣揚 費 交 付 金 34,430,000 34,520,000 △90,000

Ⅹ 大麻頒布事業関係費 6,350,000 7,590,000 △1,240,000

１ 大麻頒布推進費 0 1,240,000 △1,240,000

２ 頒 布 事 務 費 750,000 750,000 0

３ 頒布事業奨励費 5,600,000 5,600,000 0

ⅩⅠ 予 備 費 14,705,000 5,631,000
（16,089,900）

9,074,000
（△1,384,900）

当期歳出合計 130,505,000 123,436,000
（133,194,900）

7,069,000
（△2,689,900）

次 期 繰 越 金 0 0 0

歳 出 合 計 130,505,000 123,436,000
（133,194,900）

7,069,000
（△2,689,900）

※款内流用を認める
※表中の（　）内は補正予算額
※増減（△）は、予算額が前年度予算に比して減額である場合△で表示する。
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神職の部

支部 奉仕神社 役職 氏名 支部 奉仕神社 役職 氏名

一条 玉島 箸藏神社 禰宜 原　なほみ 井原後月 長澤神社 宮司 黒坂　英人
柏島神社 権禰宜 亀山　誠子 川上 八幡神社 宮司 大河　眞澄

御津北 八幡宮 禰宜 杉田　節子 新見 栢森神社 宮司 木山　運嗣
浅口 真止戸山神社 宮司 中山　立夫 久米 日髙神社 宮司 森原　荘之
矢掛美星 明剱神社 宮司 藤井　順介

役員・総代の部

支部 奉仕神社 役職 氏名 支部 奉仕神社 役職 氏名

一条 岡山 小島神社 総代 田邉　　弘 矢掛美星 磐裂神社 責任役員 橋本　　宏
倉敷 水門神社 総代 福島　　巧 井原後月 亀山神社 責任役員 藤井　三郎

阿智神社 総代 黒田　　浄 吉備 八田神社 総代 妹尾　義孝
阿智神社 総代 松尾　　巽 八田神社 総代 須増清四郎
天石門別保布羅神社 責任役員 千田　修平 生石神社 責任役員 大角　重夫

津山 徳守神社 責任役員 松本　善栄 八幡神社 責任役員 守屋　節夫
作樂神社 総代 兼田　秀樹 懸幡神社 責任役員 河田　省三
中山神社 総代 神田　　賢 高梁上房 御前神社 責任役員 向原　英夫
中山神社 総代 杉山　康聖 川合神社 責任役員 良田　宰一
八幡神社 責任役員 玉置　和弘 川合神社 総代 赤木　　悟

玉野 御前八幡宮 総代 榎本金志郎 川上 八幡神社 責任役員 瀬戸川武明
御前八幡宮 総代 谷　マサ子 艮御前神社 責任役員 村上　昌介

玉島 鹽竃神社 責任役員 森石威知雄 八幡神社 総代 山北　勝三
長尾神社 責任役員 田邉　義喜 天満神社 責任役員 川上　　寛

児島 稗田八幡宮 総代 髙籏　　茂 新見 湖見神社 責任役員 真壁　孝史
藤田神社 責任役員 増田　　隆 船川八幡宮 責任役員 峠田　　肇
御崎神社 責任役員 大野　公平 八代神社 総代 塚本　友市

御津南 八幡宮 責任役員 久保　佐市 真庭 田根神社 責任役員 遠藤　一郎
山野神社 責任役員 藤原　一男 茅部神社 責任役員 長尾　忠實

御津北 總社 責任役員 井上　義隆 八幡神社 責任役員 牧　　常夫
御津東 八幡宮 責任役員 岡村　仁平 勝田 八幡神社 責任役員 定森　武男

熊野神社 責任役員 大智　靖之 阿津田神社 責任役員 平田　政雄
和気備前 閑谷神社 責任役員 延里　亮輔 英田 旭神社 責任役員 北村　團平
上道西大寺 往來神社 責任役員 三村　　昇 尾谷神社 責任役員 奥西　元晴

北居都神社 総代 藤原由喜夫 瀧神社 責任役員 渡辺　昭夫
北居都神社 総代 木多　宏二 王子神社 責任役員 渡辺　秀夫

都窪 須佐之男神社 責任役員 岡本彌壽夫 英北 大野神社 責任役員 平田　琢司
浅口 八幡神社 責任役員 山本　敏夫 影石神社 責任役員 赤代　幸雄
笠岡 徳民於賀神社 総代 西山　友也 影石神社 総代 林　　庄一

八幡神社 総代 松枝　　康 久米 少彦名神社 総代 須藤　政之
稲荷神社 責任役員 西島　　朗 志呂神社 責任役員 信定　二郎

矢掛美星 國司神社 責任役員 清水　淳郎

二条 吉備 總社 總社宮古例御
神事保存会 川上 八幡神社 布賀後継者

クラブ

三条 津山 総社 責任役員 竹内　克重 浅口 磐岩神社 責任役員 塚村　正雄
玉島 戸島神社 責任役員 原田　　力 高梁上房 御前神社 責任役員 久保木健吾

平成18年度 岡山県神社庁規程表彰該当者

平成18年度 神宮大麻頒布優良支部感謝状贈呈該当支部
前年度頒布成績を上回り、神社庁増頒布推進事業に貢献された支部

邑久西大寺支部・吉備支部
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「
吉
川
八
幡
宮
當
番
祭
（
昭
五
十
三

年
三
月
発
行
、
吉
川
八
幡
宮
當
番
祭
記

録
保
存
委
員
会
）」（
記
録
冊
子
）
を
引

用
し
、
あ
る
い
は
参
照
し
な
が
ら
、
疑

問
を
提
示
し
、
私
見
を
述
べ
て
き
た
。

一
月
に
わ
た
る
当
番
祭
の
日
程
に
従
っ

て
行
事
の
内
容
に
ふ
れ
、
特
に
神
供
フ

ト
と
マ
ガ
リ
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
が
、

以
下
も
引
き
つ
づ
き
記
録
冊
子
に
よ
り

つ
つ
、気
に
な
る
こ
と
を
記
し
て
い
く
。

（「　

」
内
は
記
録
冊
子
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。）

仮
屋
に
つ
い
て

　

十
月
二
十
四
日
（
現
・
十
月
第
四
金

曜
日
）「
両
当
部
落
の
人
が
奉
仕
し
て
、

本
殿
東
側
の
樹
間
に
」
十
坪
ほ
ど
の
仮

屋
を
設
定
す
る
こ
と
を
仮
屋
う
ち
と
い

う
。
出
来
上
が
っ
た
仮
屋
は
「
宵
祭
り

と
大
祭
の
当
日
、当
番
そ
の
他
供
人
が
、

本
殿
に
進
む
前
の
御
座
所
で
あ
り
、
ま

た
憩
い
の
場
所
」
で
も
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
仮
屋
は
前
記
の
如
く
囲
い
だ
け

の
屋
根
も
な
い
素
朴
で
簡
単
な
施
設
で

あ
る
が
、
神
人
で
あ
る
当
番
様
を
迎
え

る
施
設
で
あ
り
、
当
番
様
の
滞
在
な
さ

る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
仮
屋
は
、
祭
り

が
終
わ
れ
ば
撤
去
さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ

が
、
吉
川
八
幡
宮
の
場
合
、
次
の
年
ま

で
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
新
し
い
仮
屋
う

ち
に
先
立
っ
て
撤
去
さ
れ
る
。
も
し
こ

れ
が
常
設
の
社
殿
の
設
け
ら
れ
る
以
前

の
姿
を
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、

日
本
の
作
り
替
え
文
化
の
一
例
と
し
て

興
味
深
い
。
毎
年
、
ハ
ッ
ケ
や
仮
屋
を

始
め
と
し
て
、祭
典
に
関
わ
る
物
全
て
、

注
連
縄
や
忌
竹
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

沢
山
の
杭
や
薦
、
樫
で
作
る
ヘ
ギ
や
杵

な
ど
を
全
て
新
調
す
る
の
で
あ
る
。

言
挙
げ
と
頂
杯
の
儀

　

仮
屋
内
で
は
、
南
北
両
当
の
間
で
、

太
刀
持
を
は
じ
め
と
し
て
諸
役
配
の

人
々
が
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
屋
を
訪

ね
て
挨
拶
を
交
わ
す
。
そ
の
時
、「
お

当
番
、太
刀
持
、傅も

り守
、介
添
、お
手
振
、

脇
立
何
れ
も
末
へ
お
礼
申
す
」
と
言
挙

げ
を
し
て
神
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
役
付

の
者
は
こ
の
言
挙
げ
に
際
し
て
自
分
の

役
割
を
除
い
て
言
う
。
言
い
出
し
は
大

き
な
声
で
オ
ト
ー
バ
ン
と
い
う
が
、
あ

と
は
早
口
で
よ
く
聞
き
と
れ
ず
、
最
後

に
〝
お
礼
申
す
〞
と
い
う
。
こ
の
言
挙

げ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
言
挙
げ
は
宵
祭
だ

け
で
な
く
、
本
祭
の
時
も
同
じ
よ
う
に

行
わ
れ
る
。

　

言
挙
げ
に
関
し
て
い
え
ば
、
仮
屋
に

控
え
て
い
る
時
だ
け
で
な
く
、
御
神
幸

の
前
に
拝
殿
で
行
わ
れ
る
御
頂
杯
の
儀

で
も
言
挙
げ
を
す
る
。「
先
ず
両
当
の

各
役
配
毎
に
杯
が
一
旦
宮
司
に
か
え
り

又
一
方
に
渡
さ
れ
る
。
宮
司
は
各
役
配

毎
の
盃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。」「
各

役
配
は
盃
を
受
け
る
度
に
次
の
言
挙
げ

を
い
う
。
御
前
に
お
礼
申
す
（
神
前
へ

の
意
）
舞
台
に
お
礼
申
す
（
楽
座
を
指

す
）
左
座
へ
、
み
こ
座
へ
（
神
社
守
護

の
上
官
、
神
官
、
古
く
は
上
官
）
い
ず

れ
も
ず
っ
と
向む
こ
う座
に
お
礼
申
す
（
相
手

方
の
人
）」（　

）
内
も
記
録
冊
子
の

ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
言
挙
げ
に
つ
い
て

も
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
。
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
お
礼

を
言
っ
て
い
る
と
考
え
る
だ
け
で
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
古
い
時
代
の
名
残
り

を
と
ど
め
て
い
る
と
思
う
。

宵
祭
り

　

十
月
二
十
五
日
（
現
・
十
月
第
四
土

曜
日
）「
当
屋
で
は
早
朝
か
ら
、
社
参

り
の
準
備
に
忙
し
く
、
部
落
の
人
も
集

ま
っ
て
、
庭
前
に
幡
を
始
め
道
中
行
列

の
持
ち
物
を
並
べ
立
て
出
発
を
待
つ
の

で
あ
る
。
行
列
の
当
番
は
白
衣
を
着
し

馬
に
乗
り
、
警
固
す
る
諸
役
は
裃
姿
で

こ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
。
両
当
番
は
神

社
鳥
居
の
前
で
待
ち
合
わ
せ
、
神
官
の

出
迎
え
を
受
け
修
祓
の
後
、」
揃
っ
て

仮
屋
入
り
を
す
る
。
仮
屋
へ
入
る
と
両

当
他
、
前
記
の
よ
う
に
言
挙
げ
を
し
な

が
ら
神
酒
を
酌
み
交
わ
す
。「
十
時
こ

ろ
本
殿
で
神
事
が
行
わ
れ
頂
杯
や
が
て

神
官
に
よ
っ
て
、」「
明
日
の
大
祭
日
程

が
告
げ
ら
れ
、
両
当
番
と
も
行
列
を
整

え
て
下
向
す
る
の
で
あ
る
。」
午
前
九

時
頃
神
社
に
到
着
し
仮
屋
に
入
り
、
午

前
「
十
時
頃
本
殿
で
神
事
が
行
わ
れ
」

午
前
十
一
時
に
は
頂
杯
の
儀
が
行
わ
れ

る
に
、
な
ぜ
宵
祭
り
か
。
宵
と
は
夜
の

こ
と
で
あ
り
、
神
霊
の
活
動
す
る
神
秘

な
時
間
で
あ
る
。〝
宵
宮
〞
な
ど
と
同

じ
よ
う
に
祭
の
前
夜
に
忌
み
籠
も
り
神

霊
を
迎
え
る
神
聖
な
神
事
が
行
わ
れ
て

特
殊
神
事
部
会
報
告

第
七
回

吉
川
八
幡
宮
当
番
祭（
六
）

岡
山
県
神
社
庁
祭
祀
委
員
会

特
殊
神
事
部
部
長 

次
田
圭
介
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い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
い
つ
の

頃
か
ら
か
、
人
間
の
都
合
で
、
午
前
中

の
行
事
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
神
事
の

名
称
だ
け
は
古
い
言
い
方
を
残
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。「
祭
礼
行
事
を
行
う

明
日
に
そ
な
え
て
の
予
行
演
習
」
な
ど

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

大
祭
日

　

十
月
二
十
六
日
（
現
・
十
月
第
四
日

曜
日
）

　
「
当
屋
で
は
前
日
と
同
様
出
発
の
準

備
を
行
う
」「
当
番
の
行
列
は
前
日
と

同
じ
で
あ
る
。」
次
に
当
番
行
列
順
序

を
引
用
す
る
。（
※ 

は
筆
者
の
註
）

「
一 

、
杖
突
（
青
竹
の
杖
を
持
ち
、
行

列
の
指
揮
を
と
る
）　

　

一 

、
当
番
幟
（
※
「
吉
川
八
幡
宮　

當
番
」
と
書
か
れ
た
幟
）

　

一
、
弓
持

　

一 

、
長
柄
持
（
※
行
列
の
写
真
を
見

る
と
長
柄
と
は
別
に
、
こ
の
あ
た

り
で
黒こ
ぐ
ま熊
を
持
っ
て
い
る
。
白は
ぐ
ま熊

で
は
な
い
。
弓
、
長
柄
と
共
に
黒

熊
は
小
、
中
学
生
が
持
つ
）

　

一
、
脇
立
（
行
列
を
護
る
）

　

一
、
当
主
（
※
当
番
の
父
親
）

　

一
、
薙
刀
持

　

一
、 

中
間（
※
ち
ゅ
う
げ
ん
・
雑
役
夫
）

　
　
　

介
添（
当
番
の
身
辺
を
常
に
守
る
）

　

一 

、
当
番
（
※ 

神
人
・
黒
襟
の
白

衣
に
黒
い
帯
を
し
め
、
そ
の
上
に

赤
い
布
を
ま
い
て
い
る
。
馬
に
乗

る
。）

　
　

 　

傅も

り守
（
※
介
添
と
共
に
当
番
を

補
佐
し
、
当
番
の
身
辺
の
世
話
係

り
）

　

一 

、
太
刀
持
（
当
番
の
太
刀
を
護
持

し
、
行
列
の
総
指
揮
）

　

一 

、
小
姓
（
※
身
分
の
高
い
人
の
そ

ば
に
仕
え
る
少
年
）

　

一
、
手
振
（
行
列
を
護
る
）

　

一 

、
稚
児
（
※
行
列
に
着
飾
っ
て
加

わ
る
男
女
児
童
）

　

一
、
接
待
係

　

一
、
杖
突

　

一
、
一
般
参
拝
者
」

 

　

以
上

　

仮
屋
か
ら
拝
殿
西
に
設
け
ら
れ
た
修

祓
所
で
修
祓
を
受
け
た
後
、
拝
殿
に
移

る
。
両
当
番
は
本
殿
正
面
庇
の
間
の
円

座
の
上
に
着
座
。
宮
司
は
木
階
の
下
に

控
え
、
当
主
、
各
役
配
は
拝
殿
に
着
座

し
て
祭
典
が
行
わ
れ
、
両
当
が
真
先
に

玉
串
を
奉
奠
す
る
。
そ
の
あ
と
吉
備
舞

が
奉
納
さ
れ
、
つ
づ
い
て
拝
殿
行
事
が

行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
本
殿
庇
の
間
の

円
座
に
着
座
す
る
当
番
に
対
し
、
拝
殿

に
着
座
す
る
宮
司
以
下
の
者
が
礼
拝
を

す
る
の
で
あ
る
。

　

昨
年
、
神
社
本
庁
に
お
い
て
第
三
回

全
国
神
社
関
係
定
期
広
報
誌
コ
ン
テ
ス

ト
の
最
終
審
査
会
が
開
催
さ
れ
、
統
理

賞
を
は
じ
め
と
す
る
各
賞
が
選
出
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
、
当
県
の
「
石
高
神
社

社
報
」
が
特
別
賞
に
選
ば
れ
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
は
、
宮
司
一
人
で
作
成
。

内
容
に
つ
い
て
は
神
社
に
関
す
る
も
の

を
は
じ
め
、
郷
土
の
歴
史
や
地
理
、
遺

跡
と
石
高
神
社
の
繋
が
り
を
簡
潔
な
レ

イ
ア
ウ
ト
で
構
成
、
解
説
し
て
お
り
、

そ
の
配
布
は
、
総
代
を
は
じ
め
地
元
町

内
会
通
じ
て
行
っ
て
い
る
事
も
、
氏

子
区
域
内
の
交
流
と
い
っ
た
観
点
か
ら

高
い
評
価
を
受
け
、
こ
れ
か
ら
新
た
に

社
報
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
神
社
に
対

し
、
良
い
一
例
と
な
る
と
い
う
事
で

あ
っ
た
。
そ
の
「
社
報
作
り
」
に
つ
い

て
石
高
神
社
（
岡
山
市
円
山
）
宮
司
高

原
章
兆
氏
に
伺
っ
た
。

一
、
石
高
神
社
に
つ
い
て

　

当
社
は
岡
山
県
神
社
庁
の
前
の
県

道
を
約
三
㎞
東
に
行
っ
た
操
山
山
塊
南

側
の
独
立
し
た
宮
山
に
鎮
座
し
て
い

る
。
神
社
が
江
戸
時
代
初
期
ま
で
山
頂

に
あ
っ
た
た
め
、
氏
子
区
域
は
山
を
は

さ
ん
で
南
北
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
氏

子
は
昔
も
今
も
山
北
の
方
が
多
い
。
ま

た
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
ま
で
は
田
園

地
帯
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
宅
地
化
が

進
み
、
新
し
い
町
内
が
い
く
つ
も
で
き

て
い
る
。
な
お
、
宮
司
は
私
立
高
校
教

諭
と
の
兼
職
で
あ
る
。

二
、
創
刊
の
き
っ
か
け

　

創
刊
は
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
で

約
二
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、

多
く
の
修
理
箇
所
を
か
か
え
て
お
り
、

費
用
捻
出
に
困
っ
て
い
た
。
ご
寄
進
は

い
わ
ゆ
る
地
の
人
か
ら
い
た
だ
い
て
い

た
が
、
新
し
く
永
住
す
る
よ
う
に
な
っ

た
人
達
に
も
協
力
を
お
願
い
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
近
く
に
住
ん
で
い
て
も

移
住
し
て
来
た
人
の
中
に
は
、
神
社
が

ど
こ
に
あ
る
か
知
ら
な
い
人
が
多
か
っ

た
。
ま
し
て
や
山
北
で
は
、
昔
か
ら
住

ん
で
い
る
人
し
か
氏
神
様
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ

た
。
神
社
の
場
所
を
知
ら
な
い
よ
う
で

は
修
理
の
寄
付
を
集
め
に
回
っ
て
も
話

の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
石
高
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
る
こ

と
を
氏
子
区
域
の
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
、
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
て

社
報
を
作
ろ
う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
法

と
し
て
始
め
た
の
が
、
社
報
発
行
で
あ

る
。三

、
社
報
の
概
要

　

当
初
は
不
定
期
に
発
行
と
い
う
こ
と

で
始
め
た
が
、
最
近
は
毎
年
十
二
月
初

旬
に
年
一
回
発
行
し
て
い
る
。
最
新
号

は
二
十
五
号
で
あ
る
。
印
刷
枚
数
は
最

初
の
こ
ろ
は
約
四
、〇
〇
〇
枚
、
現
在

は
約
七
、
五
〇
〇
枚
で
あ
る
。
体
裁
は

Ｂ
４
版
二
段
組
み
で
二
つ
折
り
に
で
き

る
よ
う
に
最
初
か
ら
統
一
し
て
い
る
。

　

社
報
名
は
見
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う

に
、
神
社
名
そ
の
ま
ま
の
「
石
高
神
社

社
報
」
と
し
た
。
題
字
は
発
刊
に
先

立
っ
て
当
時
先
輩
教
師
で
黒
住
教
の
神

主
の
経
験
が
あ
っ
た
伊
久
彰
雲
先
生
に

書
い
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
体

裁
が
整
っ
て
紙
面
が
引
き
立
っ
た
も
の

に
な
っ
た
。

　

内
容
は
神
社
の
歴
史
、
行
事
、
修
理

に
関
す
る
も
の
な
ど
を
中
心
に
、
石
高

神
社
に
関
す
る
も
の
す
べ
て
を
題
材
に

し
て
い
る
。
特
に
由
緒
、
御
祭
神
、
年

間
行
事
、
石
造
物
、
社
殿
、
修
理
計
画
、

末
社
紹
介
、
修
理
会
計
報
告
な
ど
は
繰

り
返
し
題
材
に
し
て
い
る
。
他
に
も
神

社
一
般
に
関
わ
る
知
識
、
氏
子
内
の
神

祠
、
民
俗
神
、
地
域
の
歴
史
・
地
理
・

遺
跡
と
石
高
神
社
の
関
係
に
つ
い
て
も

対
象
と
し
て
い
る
。
変
わ
っ
た
内
容
と

し
て
は
、
地
衣
類
、
サ
カ
キ
、
ア
ラ
カ

シ
な
ど
を
石
高
神
社
の
生
物
と
し
て
シ

リ
ー
ズ
物
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

発
刊
の
経
緯
は
と
も
か
く
現
在
は
、

有
形
無
形
の
文
化
遺
産
と
し
て
の
石
高

神
社
の
伝
統
を
守
っ
て
い
く
と
い
う
立

場
か
ら
の
紙
面
づ
く
り
を
心
が
け
て
い

る
。
ま
た
、
町
内
で
配
布
し
て
も
ら
っ

て
い
る
関
係
で
、
説
教
じ
み
た
宗
教
色

は
出
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

四
、
社
報
の
作
成
と
配
布
方
法

　

宮
司
ひ
と
り
で
紙
面
づ
く
り
を
し

て
い
る
。
第
一
号
は
手
書
き
で
あ
っ

た
が
、
第
二
号
か
ら
はJE

T
8801A

・

P
1E
X
E
・W
O
R
D

な
ど
の
パ
ソ
コ
ン

用
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
作
成

し
て
き
た
。

　

最
初
の
何
回
か
は
洋
半
紙
を
購
入
し

て
学
校
で
印
刷
し
た
。
神
社
庁
の
印
刷

機
で
刷
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
当
時
の
印

刷
機
は
機
嫌
の
悪
い
こ
と
が
多
く
、
大

量
の
印
刷
に
は
苦
労
し
た
。
そ
の
後
、

社
報
印
刷
代
と
し
て
予
算
を
多
め
に
計

上
し
て
、
業
者
に
印
刷
を
頼
む
こ
と
に

な
っ
た
。

　

平
成
十
七
年
か
ら
は
世
話
を
し
て
く

れ
る
人
が
あ
っ
た
た
め
、
地
元
の
公
民

館
で
印
刷
を
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
裏

表
に
印
刷
し
て
も
費
用
を
約
三
分
の
一

に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
公
民
館
の

印
刷
機
は
神
社
と
し
て
は
使
用
し
に
く

い
面
も
あ
る
の
で
、
神
社
庁
で
の
印

刷
代
を
も
う
少
し
安
く
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
の
だ

が
。

　

配
布
は
、
基
本
的
に
は
町
内
会
へ
依

頼
し
て
お
り
、
総
代
の
い
る
町
内
に
は

総
代
の
と
こ
ろ
へ
、
総
代
の
い
な
い
町

内
に
は
直
接
町
内
会
長
の
と
こ
ろ
へ

持
っ
て
行
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
合

も
ほ
と
ん
ど
町
内
会
を
通
じ
て
町
内
の

当
番
が
配
布
し
て
い
る
が
、
総
代
が
直

接
配
布
し
て
町
内
も
あ
る
。
総
代
が
い

る
の
は
、
元
々
あ
っ
た
部
落
や
別
れ
た

部
落
に
地
元
の
人
が
住
ん
で
い
る
町
内

だ
け
で
、
昔
山
や
田
ん
ぼ
だ
っ
た
所
に

新
た
に
で
き
た
町
内
に
は
総
代
は
い
な

い
。
最
初
は
町
内
会
の
組
織
を
使
わ
せ

て
も
ら
う
こ
と
に
異
議
や
心
配
が
あ
っ

た
が
、
最
近
は
恒
例
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
特
に
問
題
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
神
社
か
ら
の
配
布
物
は
社

報
以
外
に
も｢

輪
く
ぐ
り｣

の
ひ
と
が
た

と
数
年
に
一
度
の
修
理
趣
意
書
が
あ
る

が
、
種
々
の
配
布
物
の
つ
い
で
に
配
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
様
々
な
理
由
で
毎
年
必
ず
し
も
全

戸
に
配
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ

う
だ
。
回
覧
に
し
て
必
要
な
人
だ
け
が

抜
き
取
る
よ
う
に
し
て
い
る
新
し
い
町

内
も
あ
る
。

五
、
社
報
に
よ
る
効
果

　

効
果
に
つ
い
て
は
、
社
会
事
情
の

変
化
に
よ
る
も
の
か
社
報
発
行
に
よ
る

も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
多
い

（実際の紙面は神社庁HPからダウンロードできます。）
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が
、
年
二
回
の
総
代
会
は
ス
ム
ー
ズ
に

進
む
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
総

代
会
で
協
議
し
て
い
る
修
理
に
つ
い
て

は
予
定
の
数
年
前
か
ら
何
度
も
社
報
に

書
い
て
い
る
の
で
、
新
し
く
総
代
に

な
っ
た
人
も
お
お
ま
か
な
内
容
は
理
解

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
般
の
氏
子
も
修
理
計
画
が

あ
る
こ
と
を
早
く
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
寄
付
を
い

た
だ
く
た
め
の
下
準
備
と
し
て
の
方

法
と
し
て
少
し
は
効
果
が
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
町

内
に
関
し
て
は
、
総
代
が
い
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
御
寄
進
額
に
つ
い
て
は
成
果

が
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。
肝
心
の
崇
敬

者
が
増
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、元
気
良
く「
は
い
」と
は
言
え
な
い
。

　

確
か
に
発
刊
当
初
正
月
と
輪
く
ぐ
り

の
参
拝
者
は
急
増
し
た
が
、
御
神
札
の

頒
布
数
は
微
増
し
た
だ
け
で
、
そ
の
後

ど
ち
ら
も
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
こ
れ

は
昭
和
四
十
年
代
に
新
し
い
町
内
が
で

き
た
頃
の
家
が
空
き
家
に
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
や
、
代
わ
り
に
ア
パ
ー
ト
が
増

え
て
人
の
入
れ
替
わ
り
が
多
い
こ
と
も

関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
山
北
の
氏
子
は
自
動
車
で
お

参
り
さ
れ
る
が
、
駐
車
場
が
少
な
い
こ

と
も
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
。
平
日
の

お
参
り
は
少
し
ず
つ
増
加
し
て
い
る

が
、
祈
祷
や
外
祭
の
種
類
は
変
化
し
な

が
ら
も
全
体
数
は
あ
ま
り
増
加
し
て
い

な
い
。
社
報
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
あ
る
程
度
の
効
果
は
確
か
に
期
待
で

き
る
が
、
他
に
負
の
要
因
が
存
在
す
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ

て
一
定
の
効
果
以
上
は
期
待
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

　

毎
回
綴
じ
て
保
存
し
て
下
さ
っ
て
い

る
人
や
「
社
報
を
読
ん
で
初
め
て
お
参

り
し
ま
し
た
」
と
い
う
話
を
聞
く
と
元

気
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
学
校
の

総
合
学
習
の
資
料
と
し
て
も
使
っ
て
も

ら
っ
て
お
り
、
神
社
を
知
っ
て
も
ら
う

に
は
、
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
が

あ
る
。

六
、
今
後
の
抱
負

　

今
ま
で
原
稿
は
す
べ
て
宮
司
が
作
成

し
て
き
た
。
年
配
の
総
代
に
寄
稿
を
呼

び
か
け
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
の
と
こ

ろ
実
現
し
て
い
な
い
。
新
し
い
内
容
と

し
て
は
、
お
年
寄
り
に
昔
の
石
高
神
社

に
関
わ
る
話
を
聞
い
て
シ
リ
ー
ズ
物
で

取
り
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
も
っ

と
読
み
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
へ
の
変
更

や
Ａ
３
版
へ
の
紙
面
拡
大
も
考
え
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
二
十
年
継
続
発

行
し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
、
も
う
止

め
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。「
継
続
は

力
な
り
」
と
い
う
諺
を
信
じ
て
、
微
力

な
が
ら
今
後
も
継
続
し
て
行
く
つ
も
り

で
あ
る
。

一
、
浮
き
干
支
の
概
要

　

当
神
社
裏
の
宮
山
に
、
横
一
〇
メ
ー

ト
ル
。
高
さ
八
メ
ー
ト
ル
の
枠
野
の
中

に
、
そ
の
年
の
干
支
を
提
灯
二
〇
〇
燈

か
ら
二
五
〇
燈
を
使
っ
て
デ
ザ
イ
ン

し
、
各
々
の
提
灯
に
電
球
を
入
れ
、
夜

空
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ

る
。

二
、
製
作
の
き
っ
か
け

　

最
近
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
、
氏
子

意
識
の
変
化
等
神
社
を
取
り
巻
く
環
境

は
年
々
厳
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
当

神
社
も
例
外
で
は
な
く
、
氏
子
数
の

減
少
傾
向
、
出
生
数
の
半
減
、
氏
子
意

識
の
変
化
に
よ
る
祭
り
の
衰
退
等
が
起

こ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
の
中
で
、

如
何
に
し
て
神
社
を
運
営
継
持
発
展
さ

せ
る
か
が
最
大
の
悩
み
の
種
で
あ
っ

た
。
人
生
儀
礼
、
春
秋
の
祭
り
等
何
を

と
っ
て
も
展
望
が
開
け
ず
、
も
う
正
月

の
参
拝
者
を
増
や
す
以
外
に
は
無
い
と

の
思
い
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、

実
際
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か

色
々
と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
て
は
見
る

が
、
今
一
つ
シ
ッ
ク
リ
来
ず
、
数
年
を

経
過
す
る
内
に
、
私
の
相
談
役
で
あ
る

先
輩
が
「
神
社
に
と
っ
て
一
番
利
用
価

値
が
無
い
も
の
を
利
用
す
る
方
法
を
考

え
て
み
て
は
」
と
の
助
言
を
戴
き
、
利

用
価
値
が
無
い
と
云
え
ば
裏
山
だ
な
あ

と
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
た
時
、
新
聞
に

掲
載
さ
れ
た
「＊

ひ
っ
た
か
」
の
写
真
を

見
て
こ
れ
だ
と
思
っ
た
。

　

十
二
支
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
関
心

を
持
っ
て
い
た
の
で
、
十
二
支
を
こ
れ

で
や
れ
ば
良
い
と
思
い
、
翌
日
先
輩
達

と
笠
岡
へ
行
き
、
現
場
を
見
せ
て
い
た

だ
き
、
い
ろ
い
ろ
と
話
し
を
聞
く
う
ち

に
、
こ
れ
な
ら
何
と
か
な
り
そ
う
だ
と

ア
イ
デ
ア
神
職
の
奮
闘
記

「
浮
き
干
支
」

由
加
神
社
宮
司　

新　

庄　

正　

安

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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を
高
く（
掲
げ
る
）」が
な
ま
っ
て「
ひ
っ

た
か
」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
吉
田

川
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
う
行
者
山
と

妙
見
山
の
そ
れ
ぞ
れ
に
源
氏
方
、
平
家

方
に
別
れ
提
灯
で
絵
模
様
を
描
き
優
劣

を
競
う
。
デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
年
の
世
相

を
題
材
と
し
て
決
定
さ
れ
る
が
、
宵
闇

に
浮
か
び
上
が
る
ま
で
は
関
係
者
以
外

秘
密
と
さ
れ
る
。
絶
好
の
見
学
場
所
は

千
歳
橋
の
上
。
当
日
は
県
道
が
歩
行
者

天
国
と
な
り
、
夜
店
が
立
ち
並
び
観

客
で
身
動
き
が
と
れ
な
い
く
ら
い
賑
わ

う
。
旧
暦
五
月
五
日
頃
の
土
曜
日
の
夕

方
か
ら
夜
に
か
け
て
行
わ
れ
、
笠
岡
市

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

　

梅
雨
入
り
は
し
た
も
の
の
、
ほ
と
ん

ど
雨
が
降
ら
な
い
平
成
十
九
年
六
月
二

十
一
日
の
昼
下
が
り
、
備
前
市
邑
久
町

北
島
に
鎮
座
す
る
豊
原
北
島
神
社
（
業な
り

合あ
い

隆
雄
宮
司
）
に
向
か
っ
た
。
赤
穂
線

西
大
寺
駅
よ
り
南
に
車
を
走
ら
せ
、
吉

井
川
を
渡
り
突
き
当
た
る
と
、
豊
原

北
島
神
社
・
餘
慶
寺
へ
一
㎞
の
看
板
に

沿
っ
て
右
に
進
む
と
餘
慶
寺
の
奥
一
段

高
い
所
に
昨
年
竣
工
し
た
ば
か
り
（
竣

工
祭
十
月
十
五
日
）
の
荘
厳
な
拝
殿
が

緑
の
山
を
背
景
に
浮
か
び
上
が
っ
た
。

　

平
成
十
四
年
三
月
十
二
日
の
早
暁
不

審
火
に
よ
り
拝
殿
、
釣
殿
、
幣
殿
、
神

門
を
焼
失
。
早
速
総
代
会
を

中
心
に
再
建
委
員
会
を
結
成

し
準
備
は
進
め
ら
れ
た
。
再

建
計
画
に
は
県
の
内
外
を
問

わ
ず
神
社
仏
閣
十
数
社
を
視

察
、
次
の
よ
う
な
計
画
が
立

て
ら
れ
た
。

一 

、
で
き
る
だ
け
早
い
再
建

（
三
〜
五
年
）
を
目
指
す
。

二 

、
地
区
の
象
徴
と
な
る
規

模
（
焼
失
前
四
十
坪
、
計

画
五
十
五
坪
）

三 

、
時
代
に
合
っ
た
す
が
す

が
し
い
形
で
あ
る
こ
と
。

四 

、
参
拝
者
が
利
用
し
や
す

い
構
造（
段
差
を
少
な
く
、

土
足
の
ま
ま
参
拝
、
全
室

椅
子
、
胡
床
、
冷
暖
房
完

い
う
感
触
を
得
て
帰
る
事
が
で
き
た
。

　

早
速
裏
山
の
現
地
調
査
を
し
た
結

果
、
境
内
環
境
へ
の
影
響
も
極
め
て
軽

微
と
い
う
こ
と
で
、
総
代
会
の
了
承
を

得
て
、
設
計
に
取
り
か
か
り
、
平
成
十

二
年
秋
着
工
し
た
。

三
、
設
置
方
法

　

Ｈ
鋼
に
筒
を
付
け
、
そ
の
筒
に
足
場

丸
太
を
差
し
込
み
骨
格
を
作
り
、
丸
太

の
間
を
縦
横
に
パ
イ
プ
を
繋
ぎ
、
横
十

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
八
メ
ー
ト
ル
の
枠
を

作
り
、
八
番
線
で
次
の
年
の
干
支
を
デ

ザ
イ
ン
し
、
そ
れ
に
提
灯
を
結
び
付
け

る
の
で
あ
る
が
、
何
分
初
め
て
の
こ
と

で
あ
る
た
め
、
な
か
な
か
作
図
通
り
に

は
行
か
ず
何
度
も
立
て
て
は
倒
し
、
倒

し
て
は
立
て
、
や
っ
と
十
二
月
二
十
三

日
に
試
験
点
灯
に
漕
ぎ
着
け
た
。

四
、
浮
き
干
支
の
効
果

　

現
場
は
氏
子
中
か
ら
良
く
見
え
所
で

あ
る
た
め
、早
速
大
き
な
反
響
が
あ
り
、

正
月
は
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
た
。

今
年
で
七
年
目
と
な
り
、
マ
ス
コ
ミ
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
社
の
名
物
行
事

と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
た
。

＊
「
ひ
っ
た
か
」

　

笠
岡
市
金
浦
地
区
に
伝
わ
る
伝
統
行

事
。
起
源
は
源
平
合
戦
と
言
わ
れ
る
が

発
祥
の
年
代
は
定
か
で
は
な
い
。「
火

備
）
と
す
る
。

五
、
天
災
、
人
災
に
強
い
構
造
と
す
る
。

六 

、
三
殿
ま
と
め
て
切
り
妻
、
妻
入
り

両
だ
れ
向
拝
と
す
る
。

　

 　

予
算
は
一
億
円
。
時
あ
た
か
も
不

況
の
折
、
企
業
等
か
ら
の
浄
財
は
集

め
ら
れ
ず
、
氏
子
を
中
心
と
し
た
地

域
の
人
、
地
域
出
身
者
に
よ
り
集
め

ら
れ
た
。

　

拝
殿
は
二
十
一
坪
。
石
張
り
、
天
井

は
格
天
井
で
長
い
す
席
。
両
サ
イ
ド
に

戸
袋
式
収
納
庫
。向
拝
は
三
坪
石
張
り
。

　

釣
殿
は
板
張
り
（
赤
絨
毯
）、
天
井

は
折
上
格
天
井
、
胡
床
席
。
両
サ
イ
ド神　社　拝　殿

第十回 こ
だ
わ
り
の
社

豊原北島
神　　社

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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に
神
饌
所
と
神
職
控
え
室
。

　

幣
殿
は
一
段
高
く
、
板
張
り
、
天
井

は
棹
天
井
。
両
サ
イ
ド
に
物
入
れ
。

　

業
合
宮
司
の
災
害
に
強
い
社
と
の

「
こ
だ
わ
り
」
が
随
所
に
伺
え
た
。

　

先
ず
、
い
ず
れ
の
柱
も
檜
で
七
寸
角

や
丸
の
柱
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
、
屋

根
は
軽
く
す
る
た
め
に
銅
板
葺
き
と
し

た
の
も
地
震
に
強
い
構
造
を
考
え
て
の

こ
と
。
ま
た
、
縁
の
下
や
濡
れ
縁
等
も

な
く
外
部
か
ら
建
物
へ
の
侵
入
で
き
る

と
こ
ろ
は
な
い
の
は
、
不
審
者
の
侵
入

を
防
ぐ
た
め
。
外
壁
は
全
て
漆
喰
壁
で

防
火
へ
の
意
識
が
高
い
。
ま
た
扉
は
全

面
透
明
の
ガ
ラ
ス
（
外
側
）
ア
ク
リ
ル

（
内
部
）
で
向
拝
か
ら
全
て
が
見
通
せ

る
造
り
で
あ
る
。
ま
た
外
観
も
ほ
ぼ
完

全
な
四
角
形
で
死
角
が
な
い
。

　

ま
た
、
犬
走
り
が
大
変
広
く
、
延
長

し
て
境
内
社
を
回
れ
る
よ
う
に
し
て
あ

り
全
く
土
を
踏
ま
ず
に
参
拝
で
き
る
。

こ
れ
は
拝
殿
を
土
足
に
し
た
た
め
、
汚

れ
防
止
と
足
の
不
自
由
な
お
年
寄
り
に

に
も
車
い
す
で
も
参
拝
が
で
き
る
よ
う

に
と
の
配
慮
で
あ
る
。

　

予
想
以
上
の
浄
財
と
工
事
関
係
者
の

努
力
に
よ
っ
て
、
浄
財
に
ゆ
と
り
が
で

き
、
神
門
（
火
災
で
焼
失
）
の
建
築
と

手
水
舎
も
改
築
し
た
。

　

神
門
と
幣
殿
の
間
も
玉
垣
を
造
り
、

外
部
か
ら
侵
入
で
き
な
い
構
造
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
手
水
舎
は
四
本
柱
は

石
造
り
と
し
、
腐
食
し
な
い
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

　

宮
司
の
「
こ
だ
わ
り
」
の
も
う
一
つ

は
「
す
が
す
が
し
さ
」
で
あ
る
。
広
い

境
内
は
見
事
に
清
掃
さ
れ
ツ
ツ
ジ
や
五

月
は
き
れ
い
に
刈
り
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
側
に
は
か
つ
て
の
火
災
の
名
残
の

松
の
木
の
根
に
焦
げ
目
が
残
っ
て
い

た
。
災
害
に
強
い
神
社
へ
の
宮
司
の
思

い
も
、
毎
日
の
よ
う
に
境
内
の
清
掃
の

折
に
目
に
す
る
焼
け
た
松
の
根
に
ま
す

ま
す
強
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
取
材
に
あ
た
っ
て
資
料
や
写

真
ま
で
準
備
し
て
く
だ
さ
り
長
時
間
に

渡
っ
て
の
お
話
を
伺
っ
て
、
業
合
宮
司

の
熱
い
思
い
に
触
れ
る
事
が
出
来
、「
す

が
す
が
し
い
」
気
持
ち
で
帰
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

昨
年
九
月
、
岡
山
市
内
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
全
国
よ
り
約
千
二
百
名

の
会
員
の
参
加
を
得
て
、第
五
十
七
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会
（
岡
山
大
会
）

が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

　

大
会
主
催
者
で
あ
る
全
国
敬
神
婦
人
連
合
会
は
、
開
催
県
の
敬
神
婦
人

連
合
会
に
対
し
、「
社
会
福
祉
事
業
へ
の
援
護
助
成
」
を
名
目
と
す
る
交

付
金
を
交
付
し
、
こ
れ
を
受
け
た
岡
山
県
敬
神
婦
人
連
合
会
は
、
同
交
付

金
を
斎
藤
会
長
と
の
親
好
の
あ
る
古
山
岡
山
県
議
会
議
員
を
通
じ
、
有
効

に
活
用
す
べ
く
検
討
の
末
、
岡
山
県
社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付
す
る
こ
と

し
た
。

　

去
る
六
月
二
十
五
日
午
後
、岡
山
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
岡
山
市
南
方
）

に
於
い
て
笹
井
和
男
庁
長
同
席
の
も
と
、
斎
藤
黎
子
会
長
よ
り
三
宅
健
常

務
理
事
に
対
し
寄
附
金
が
手
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
三
宅
常
務
理
事

よ
り
、
感
謝
状
を
斎
藤
会
長
に
渡
さ
れ
た
。

　

寄
附
金
を
受
け
取
っ
た
三
宅
常
務
理
事
は
「
有
効
に
活
用
し
た
い
」
と

の
丁
重
な
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
、
最
近
の
社
会
福
祉
の
状
況
を
話
さ
れ
た
。

　

一
同
は
、
お
互
い
更
な
る
社
会
福
祉
活
動
に
邁
進
す
る
こ
と
を
誓
い
、

社
会
福
祉
協
議
会
を
後
に
し
た
。

　

祭
祀
委
員
会
で
は
、
四
部
会
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
毎
月
一
回
程
度
神
社

庁
で
部
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
部
会
は
、
祭
祀
委
員
会
規
程
に
従

い
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
研
究
、
研
鑽
活
動
の
一
つ
で
す
。
委

員
会
活
動
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
会
に
は
県
内
神
職
で
あ
れ
ば
ど
な

た
で
も
参
加
し
研
鑽
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
何
ヶ
月
も
先
ま

で
の
部
会
日
程
が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
の

周
知
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す
。
部
会
に
参
加
し
て
い
っ
し
ょ
に
研
鑽

し
た
い
方
は
各
部
の
部
長
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
直
近
の
部
会
開
催

日
、
内
容
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
部
長
は
次
の
通
り
で
す
。

祭
儀
部
部
長　
　
　
　

岡
山
県
護
国
神
社
禰
宜 

　

河
野　
　

薫

雅
楽
部
部
長　
　
　
　

吉
備
津
神
社
権
禰
宜 

　

山
田　

貫
助

祭
祀
舞
部
部
長　
　
　

正
八
幡
宮
宮
司 

　

浅
原
タ
ヅ
ヱ

特
殊
神
事
部
部
長　
　

八
幡
宮
禰
宜 

　

次
田　

圭
介

（
連
絡
先
は
神
社
関
係
者
名
簿
を
参
照
願
い
ま
す
）

神　社　内　部

祭祀委員会からのお知らせ 岡山県社会福祉協議会に寄附金を贈呈
岡山県敬神婦人連合会
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研修会開催のご案内

岡山県神社庁研修所主催の研修会が下記の通り開催予定ですの
で、多数ご参加くださいますようご案内致します。

実施日 研　修　名 日数 場　　所 受講料 申込先

8月18日（土） 祭式並教養研修会 1 阿宗神社
（総社市奥坂）2,000円 吉備支部

8月19日（日） 祭式研修会 1 國司神社
（新見市高尾）1,300円 新見支部

8月23日（木）
 ～24日（金） 浦安の舞研修会 2 船川八幡宮

（新見市新見）1,300円 新見支部

8月25日（土） 祭式研修会 1
成羽町総合福祉
センター
（高梁市成羽町）

2,000円 川上支部

8月26日（日） 祭式研修会 1 花月別館
（井原市井原町）2,000円 井原後月支部

9月 3日（月） 祭式研修会 1 岡山県神社庁
（岡山市奥市）3,000円 神青協

神　

職　

任　

免

就
任
発
令
の
部

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
12
・
11

岡
山
市
灘
崎
町
彦
崎

天
神
社

本　

宮
司

田
中　

澄
義

18
・
12
・
11

岡
山
市
灘
崎
町
植
松

荒
神
社

兼　

宮
司

田
中　

澄
義

18
・
12
・
12

美
作
市
粟
井
中

春
日
神
社

本　

禰
宜

粟
井　

洋
充

18
・
12
・
21

久
米
郡
美
咲
町
両
山
寺

二
上
神
社

兼　

宮
司

宗
藤　
　

定

18
・
12
・
21

岡
山
市
建
部
町
和
田
南

和
田
神
社

兼　

宮
司

宗
藤　
　

定

18
・
12
・
22

岡
山
市
灘
崎
町
迫
川

御
崎
神
社

本　

宮
司

河
田　

龍
太

19
・
1
・
19

高
梁
市
川
上
町
高
山
市

穴
門
山
神
社

本　

宮
司

迫
本　

光
章

　

盛
夏
の
候
貴
台
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素
か
ら

警
察
業
務
各
般
に
わ
た
り
、
格
別
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
岡
山
県
内
で
神
社
の
狛
犬
を

対
象
と
し
た
窃
盗
事
件
が
連
続
発
生
し

て
お
り
ま
す
。

　

警
察
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
備
前
焼

の
狛
犬
が
設
置
さ
れ
た
神
社
に
対
す
る

立
ち
寄
り
警
戒
を
強
化
す
る
な
ど
、
再

発
防
止
に
向
け
た
諸
対
策
を
推
進
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
狛
犬
の

設
置
場
所
は
出
入
り
自
由
で
あ
る
上
、

管
理
者
が
常
駐
し
な
い
神
社
も
あ
る
な

ど
、
被
害
に
遭
い
や
す
い
環
境
に
設
置

さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

貴
台
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
既
に
未

然
防
止
の
た
め
の
取
組
み
を
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、

○ 

狛
犬
設
置
場
所
へ
の
セ
ン
サ
ー
ラ
イ

ト
等
の
照
明
の
設
置

○ 

神
社
職
員
及
び
宮
総
代
会
等
に
よ
る

自
主
警
戒
の
強
化

○ 

周
辺
住
民
へ
の
不
審
者
（
車
）
発
見

時
の
警
察
へ
の
通
報
依
頼

な
ど
に
つ
き
ま
し
て
、
関
係
者
に
徹

底
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
犯

人
検
挙
に
向
け
た
情
報
提
供
等
の
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し 

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

岡
山
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安

全
企
画
課
犯
罪
抑
止
対
策
室

電
話　

〇
八
六

－

二
三
四

－

〇
一
一
〇

内
線　

三
〇
四
〇
、
三
〇
四
一

神
社
庁
辞
令

六
月
一
日

　

岡
山
県
神
社
庁
研
修
所
講
師
を
委
嘱

す
る

 

戸
部　

廣
徳

　

岡
山
県
神
社
庁
祭
式
助
教
を
委
嘱
す

る

 

石
村　

陽
子

 

三
宅　

玲
子

備
前
焼
狛
犬
盗
難
の

未
然
防
止
に
つ
い
て

（
岡
山
県
警
か
ら
依
頼
）



平成１９年８月 15 日 第 103 号 （12）岡 山 県 神 社 庁 庁 報

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

19
・
1
・
19

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹

八
幡
神
社

兼　

宮
司

迫
本　

光
章

19
・
1
・
19

井
原
市
芳
井
町
山
村

杵
築
神
社

兼　

宮
司

迫
本　

光
章

19
・
3
・
1

津
山
市
総
社

総
社

兼　

宮
司

湯
浅　

正
敬

19
・
3
・
7

真
庭
市
余
野
下

大
津
神
社

本　

権
禰
宜

札
場　

成
樹

19
・
3
・
12

浅
口
市
金
光
町
上
竹

天
満
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

尚
明

19
・
3
・
12

新
見
市
大
佐
田
治
部

國
司
神
社

兼　

禰
宜

西
井　

義
和

19
・
3
・
13

岡
山
市
灘
崎
町
奥
迫
川

熊
野
神
社

兼　

宮
司

河
田　

龍
太

19
・
3
・
19

津
山
市
西
横
山

森
神
社

兼　

宮
司

吉
田　

治
生

19
・
3
・
19

津
山
市
東
横
山

稲
荷
神
社

兼　

宮
司

吉
田　

治
生

19
・
3
・
19

津
山
市
大
篠

大
佐
々
神
社

兼　

宮
司

吉
田　

治
生

19
・
3
・
19

津
山
市
沼

齋
神
社

兼　

宮
司

大
澤　

瑞
枝

19
・
3
・
19

津
山
市
志
戸
部

八
幡
神
社

兼　

宮
司

大
澤　

瑞
枝

19
・
3
・
19

津
山
市
勝
部

勝
部
神
社

兼　

宮
司

大
澤　

瑞
枝

19
・
3
・
19

津
山
市
籾
保

栃
畑
神
社

兼　

宮
司

大
澤　

瑞
枝

19
・
3
・
19

津
山
市
大
田

大
田
神
社

兼　

宮
司

大
澤　

瑞
枝

19
・
4
・
1

倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

本　

権
禰
宜

岡
田　
　

淳

19
・
4
・
1

倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

本　

権
禰
宜

山
田　

恭
代

19
・
4
・
1

津
山
市
小
田
中

白
加
美
神
社

本　

宮
司

秋
山　

政
徳

19
・
4
・
1

苫
田
郡
鏡
野
町
長
藤

奥
津
神
社

本　

宮
司

岡
本　

正
弘

19
・
4
・
1

倉
敷
市
児
島
下
の
町

鴻
八
幡
宮

本　

禰
宜

河
本　

昌
樹

19
・
4
・
1

岡
山
市
吉
備
津

吉
備
津
神
社

兼　

権
禰
宜

日
幡　

博
行

19
・
4
・
1

岡
山
市
東
平
島

北
居
都
神
社

本　

宮
司

坪
井　

克
行

19
・
4
・
11

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄

貴
船
神
社

本　

禰
宜

大
森　

明
典

19
・
4
・
11

新
見
市
大
佐
小
阪
部

大
佐
神
社

本　

権
禰
宜

戸
部　

芳
美

19
・
4
・
13

笠
岡
市
今
立

綿
津
見
神
社

本　

宮
司

守
本　

壯
平

19
・
4
・
13

笠
岡
市
甲
弩

甲
弩
神
社

本　

宮
司

森
下
規
矩
二

19
・
5
・
17

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦

箆
取
神
社

本　

禰
宜

岡
部　

典
稔

19
・
5
・
17

小
田
郡
矢
掛
町
小
田

武
荅
神
社

本　

権
禰
宜

池
田　

陽
子

19
・
5
・
17

井
原
市
木
之
子
町

縣
主
神
社

兼　

禰
宜

刈
谷　

憲
市

19
・
5
・
17

新
見
市
大
佐
永
富

八
代
神
社

本　

権
禰
宜

西
井　
　

毅

19
・
5
・
18

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹

天
神
社

本　

宮
司

大
塚　

郁
夫

19
・
5
・
18

久
米
郡
久
米
南
町
塩
之
内

熊
野
神
社

兼　

宮
司

小
坂　

博
通

19
・
6
・
4

小
田
郡
矢
掛
町
横
谷

萩
原
神
社

本　

宮
司

浅
倉　

正
人

19
・
6
・
4

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成

吉
備
大
臣
宮

兼　

宮
司

浅
倉　

正
人

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

八
幡
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

塞
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

祝
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

船
穂
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

建
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
水
江

稲
荷
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
水
江

愛
宕
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

素
盞
嗚
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

里
木
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

稻
荷
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

御
崎
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

金
刀
比
羅
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

両
疫
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

御
名
方
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

川
添
神
社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

19
・
6
・
5

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成

八
幡
神
社

兼　

宮
司

多
賀　

康
人

19
・
6
・
5

小
田
郡
矢
掛
町
本
堀

四
位
神
社

兼　

宮
司

清
水　

啓
介

19
・
6
・
19

苫
田
郡
鏡
野
町
養
野

泉
嵓
神
社

兼　

宮
司

岡
本　

正
弘

19
・
7
・
1

倉
敷
市
帯
高

素
盞
鳴
神
社

兼　

宮
司

石
村　

陽
子

19
・
7
・
1

倉
敷
市
水
江

總
神
社

兼　

宮
司

石
村　

陽
子

19
・
7
・
1

倉
敷
市
酒
津

青
江
神
社

兼　

宮
司

石
村　

陽
子

退
任
発
令
の
部

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
12
・
11

岡
山
市
灘
崎
町
彦
崎

天
神
社

本　

禰
宜

田
中　

澄
義

18
・
12
・
11

美
作
市
粟
井
中

春
日
神
社

本　

禰
宜

矢
吹　

菜
於

18
・
12
・
21

津
山
市
総
社

総
社

本　

宮
司

松
岡　

重
彰

18
・
12
・
21

岡
山
市
灘
崎
町
迫
川

御
崎
神
社

兼　

宮
司

佐
藤
み
つ
ゆ
き

18
・
12
・
21

総
社
市
総
社

總
社

兼　

権
禰
宜

河
田
二
三
子

18
・
12
・
21

御
津
郡
建
部
町
和
田
南

和
田
神
社

兼　

禰
宜

宗
藤　
　

定

18
・
12
・
22

岡
山
市
灘
崎
町
迫
川

御
崎
神
社

本　

権
禰
宜

河
田　

龍
太

18
・
12
・
23

久
米
郡
久
米
南
町
北
庄

北
山
神
社

本　

禰
宜

前　
　

義
朗

19
・
1
・
18

高
梁
市
川
上
町
高
山
市

穴
門
山
神
社

本　

宮
司

迫
本　

昌
利

19
・
1
・
18

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹

八
幡
神
社

兼　

宮
司

迫
本　

昌
利
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年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

19
・
1
・
18

美
作
市
滝
宮

天
石
門
別
神
社

本　

禰
宜

粟
井
登
代
子

19
・
1
・
18

岡
山
市
吉
備
津

吉
備
津
神
社

本　

権
禰
宜

遠
藤　

昌
寿

19
・
1
・
19

高
梁
市
川
上
町
高
山
市

穴
門
山
神
社

本　

禰
宜

迫
本　

光
章

19
・
1
・
19

井
原
市
芳
井
町
山
村

杵
築
神
社

兼　

宮
司

迫
本　

光
章

19
・
2
・
8

浅
口
市
金
光
町
上
竹

天
満
神
社

本　

宮
司

桑
野　

正
之

19
・
2
・
15

苫
田
郡
鏡
野
町
長
藤

奥
津
神
社

本　

宮
司

岡
本　

光
正

19
・
2
・
28

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
細
田

天
津
神
社

本　

宮
司

福
嶋　
　

昇

19
・
3
・
12

岡
山
市
灘
崎
町
奥
迫
川

熊
野
神
社

兼　

宮
司

佐
藤
み
つ
ゆ
き

19
・
3
・
31

岡
山
市
東
平
島

北
居
都
神
社

兼　

宮
司
代
務
者

三
宅　

利
範

19
・
4
・
5

美
作
市
滝
宮

天
石
門
別
神
社

本　

権
禰
宜

遠
藤　

昌
寿

19
・
4
・
11

笠
岡
市
甲
弩

甲
弩
神
社

本　

禰
宜

守
本　

愛
子

19
・
4
・
12

笠
岡
市
甲
弩

甲
弩
神
社

本　

宮
司

守
本　

壯
平

19
・
4
・
13

笠
岡
市
甲
弩

甲
弩
神
社

本　

権
禰
宜

森
下
規
矩
二

19
・
5
・
17

玉
野
市
玉

玉
比
咩
神
社

本　

権
禰
宜

近
土　

文
子

19
・
5
・
17

総
社
市
下
倉

能
勢
神
社

本　

権
禰
宜

板
野　

慶
子

19
・
5
・
17

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹

天
神
社

兼　

宮
司
代
務
者

石
井　

紀
之

19
・
5
・
17

久
米
郡
久
米
南
町
塩
之
内

熊
野
神
社

兼　

宮
司

家
本　

昭
三

19
・
5
・
18

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹

天
神
社

本　

禰
宜

大
塚　

郁
夫

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

御
崎
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

建
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原

稻
荷
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
水
江

稲
荷
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
水
江

愛
宕
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

船
穂
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

八
幡
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

塞
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

祝
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

素
盞
嗚
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

里
木
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

金
刀
比
羅
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

両
疫
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

川
添
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

御
名
方
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

19
・
6
・
4

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成

八
幡
神
社

本　

宮
司

浅
倉　

正
人

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

19
・
6
・
30

倉
敷
市
酒
津

青
江
神
社

本　

宮
司

小
野　

直
臣

19
・
6
・
30

 

倉
敷
市
帯
高

素
盞
鳴
神
社

兼　

宮
司

石
村　
　

均

神　

職　

帰　

幽

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
11
・
13

御
津
郡
建
部
町
和
田
南

和
田
神
社

本　

宮
司

宗
藤　

千
尋

18
・
12
・
21

津
山
市
総
社

総
社

本　

宮
司

松
岡　

重
彰

18
・
12
・
23

久
米
郡
久
米
南
町
北
庄

北
山
神
社

本　

禰
宜

前　
　

義
朗

19
・
2
・
8

浅
口
市
金
光
町
上
竹

天
満
神
社

本　

宮
司

桑
野　

正
之

19
・
2
・
15

苫
田
郡
鏡
野
町
長
藤

奥
津
神
社

本　

宮
司

岡
本　

光
正

19
・
2
・
28

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
細
田

天
津
神
社

本　

宮
司

福
嶋　
　

昇

庁
務
日
誌
抄

自　

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

至　

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

十
二
月

五
日　
　
　

 

神
社
関
係
者
大
会
企
画
委

員
会

 

支
部
長
会

 

神
青
協
新
執
行
部
会

六
日　
　
　

女
子
神
祭
式
自
主
研
修

 
女
子
神
神
殿
他
清
掃
奉
仕

八
日　
　
　

神
社
実
務
研
修

十
一
日　
　

神
政
連
講
演
会

十
二
日　
　

祭
祀
舞
部
自
主
研
修

 

神
青
協
広
報
部
会

十
八
日　
　

特
殊
神
事
部
会

二
十
八
日　

ご
用
納
め

一
月

五
日　
　
　

ご
用
始
め

九
日　
　
　

新
年
祭

十
八
日　
　

役
員
会

二
十
二
日　

敬
婦
監
査
会

 

敬
婦
役
員
会

 

神
青
協
役
員
会

二
十
三
日　

研
修
所
会
議

 
 

初
任
神
職
研
修
会
講
師 

会
議

二
十
九
日　

祭
式
部
会

 

広
報
部
会
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編
集
後
記

◆ 

広
報
も
一
年
の
任
期
を
終
え
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
今
号
は
前
任
者
が
責

任
を
持
っ
て
発
行
し
た
。
改
選
期
は

何
時
も
そ
の
よ
う
で
あ
る
。

◆ 

来
号
か
ら
は
新
広
報
部
員
が
発
行
す

る
こ
と
に
な
る
。
一
年
限
り
の
任
期

で
は
あ
っ
た
が
、
わ
か
り
や
す
い
庁

報
を
目
指
し
て
部
員
一
同
頑
張
っ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
社
庁
か

ら
の
お
知
ら
せ
、報
告
事
項
も
多
く
、

冒
険
で
き
な
い
部
分
も
多
々
あ
り
。

又
新
広
報
部
に
引
き
継
ぎ
、
よ
り
よ

い
庁
報
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待

す
る
。

 

旧
広
報
部
員

二
月

二
日　
　
　

月
次
祭

六
日　
　
　

 

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛

会
設
立
総
会

 
同
事
務
担
当
者
会

九
日　
　
　

女
子
神
役
員
会

 

教
宣
部
会

 

事
業
部
会

 

教
化
常
任
委
員
会

十
四
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
笛
）

二
十
日　
　

神
宮
大
麻
頒
布
担
当
者
会

二
十
三
日　

祭
祀
常
任
委
員
会

二
十
六
日　

女
子
神
祭
式
研
修

二
十
七
日　

祭
祀
舞
部
自
主
研
修

 

祭
式
部
会

 

青
少
年
対
策
委
員
会

三
月

一
日　
　
　

月
次
祭

 

神
青
協
新
役
員
三
役
会

五
日　
　
　

神
青
協
三
役
会

 

神
青
協
役
員
会

七
日　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
笛
）

 
 

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委 

員
会

九
日　
　
　

雅
楽
自
主
研
修

十
二
日　
　

神
殿
祭

 

臨
時
協
議
委
員
会

 

研
修
所
会
議

十
三
日　
　

教
化
事
業
部
会

十
六
日　
　

財
務
委
員
会
、

二
十
日　
　

神
青
協

 

神
青
協
臨
時
総
会

二
十
三
日　

女
子
神
自
主
研
修

 

特
殊
神
事
部
会

二
十
九
日　

女
子
神
自
主
研
修

 

表
彰
委
員
会

 

関
係
者
大
会
打
合
せ

 

教
化
事
業
部
会

三
十
日　
　

祭
式
部
会

四
月

二
日　
　
　

月
次
祭

 

女
子
神
監
査
会

 
神
青
協
役
員
会

六
日　
　
　

女
子
神
役
員
会

 
女
子
神
自
主
研
修

十
日　
　
　

神
青
協
総
会

十
三
日　
　

女
子
神
総
会

 

教
宣
部
会

十
六
日　
　

祭
祀
舞
部
会

 

祭
式
部
会

 

特
殊
神
事
部
会

十
八
日　
　

岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会

二
十
日　
　

雅
楽
部
会
自
主
研
修

二
十
三
日　

神
楽
部
監
査

 

神
楽
部
総
会

 

財
務
委
員
会

二
十
四
日
〜
二
十
六
日

　

 

春
の
参
拝
旅
行

二
十
四
日　

神
青
協
事
業
部
会

二
十
六
日　

神
青
協
広
報
部
会

二
十
七
日　

辞
令
伝
達
式
（
二
級
）

五
月

一
日　
　
　

月
次
祭

七
日
〜
十
一
日

 

中
国
地
区
中
堅
神
職
研
修

 

事
業
部
会

十
四
日　
　

敬
婦
総
会

十
五
日　
　

教
化
常
任
委
員
会

十
六
日　
　

祭
祀
舞
自
主
研
修

十
七
日　
　

財
務
委
員
会

 

特
殊
神
事
部
会

 
 

直
階
検
定
講
習
会
講
師 

会
議

十
八
日　
　

雅
楽
部
自
主
研
修

二
十
一
日　

事
業
部
会

 

青
少
年
対
策
委
員
会

二
十
二
日　

神
青
協
役
員
会

二
十
三
日　

女
子
神
役
員
会

 

祭
式
部
会

二
十
八
日
〜
二
十
九
日

　
 

支
部
長
懇
話
会

二
十
八
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
笛
）

三
十
日　
　

祭
祀
常
任
委
員
会

三
十
一
日　

広
報
部
会

神社庁閉庁のお知らせ

11月15日 七五三休み　　　
12月10日～11日 
 中国地区職員研修

12月29日～1月4日 閉庁




